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１ は じ め に

改革開放後，中国の GDPの年平均成長率

（実質）は，1980年代は9.9％，90年代は

10.7％，2000年代は10.5％と，急速な経済

発展を遂げ，2010年には中国の GDPが日本

を追い越して世界第２位の経済大国となった。

中国企業も飛躍し，『フォーチュン』

（FORTUNE）が2011年７月に発表した

「世界売上高ランキング500社」では，中国

企業が61社（香港，台湾企業を除く）と過

去最高となり，アメリカの133社，日本の

68社に次ぐ第３位となったが，２社を除き，

すべてが国有企業である。

このめざましい経済発展の中で特筆すべき

ことは，中国経済の中核を担ってきた国有企

業の改革である。一連の国有企業改革の中で，

企業統治（中国語では「公司治理」という）

の問題がクローズアップされてきた。

最初に企業統治問題を理論的に論じたのは，

呉敬 （現国務院発展研究中心研究員，北京

大学経済学院教授）などであったが，企業統

治に関する研究が活発化するきっかけとなっ

たのは，1994年８月に国家経済貿易委員会

と中国経済改革総体設計課題グループが共同

開催した「中国経済体制のこの後の改革」

（中文原題： 中国 体制的下一 革 ）

という国際シンポジウム（「京倫会議」とも

呼ばれている）であった。

このシンポジウムで，日本の青木昌彦（現

京都大学名誉教授）は「インサイダー・コン

トロールをコントロールする― 経済転換国

における企業統治の諸問題」（中文原題：

対内部人控制的控制：転軌経済中的公司治

理結構的若干問題 ），銭 一（現清華大学経

済管理学院院長）は「中国の企業統治構造改

造と融資改革」（中文原題： 中国的公司治理

改造和融 改革 ）を発表し，中国の企

業統治研究の幕が切られ，先進国の企業統治

の概念が中国の企業改革に組み込まれる契機

となった。

その後，企業改革とそれに関連する分野の

改革が進んだとはいえ，現段階の国有企業の

統治には，出資者機構による株主権利の執行，

党基層組織による国有企業に対する政治的核

心的役割への期待，職員・労働者の企業経営

への参加，国有企業の社会全体への利益の追求

など，中国の特色のある制度的特徴が見られる。
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とりわけ，企業内につくられた末端党組織

が，企業経営全般にわたって参画するなど，

政府と一体となった党の企業への関与の仕組

みは，中国の企業統治の特徴をきわだたせて

いる。

中国の企業統治に関しては，多くの研究成

果が出されてきたが，党組織の企業統治への

関与の問題を正面からとりあげたものは少な

い。

例えば，田中信行 や張正博・ 安菊 は，

企業内党組織の位置づけと企業経営との関係

を論じている。また，呉淑儀 は，「第三者

機関」としての政府の機能について論じ，政

府による影響力のプラス・マイナスの側面を

明らかにしている。

川井伸一 は，党組織の関与は中国の企業

統治の特徴の１つであるとした上で，その意

義と役割を論じているが，『会社法』が2005

年に改正される前の，党組織の位置づけが明

確にされていない時点のものである。

唐燕霞 は，ミクロ的な視点から国有企業

の内部統治構造について考察し，中国国有企

業の企業統治の分析には，党を含む様々なス

テーク・ホルダーの意思決定と分配への参加

の仕方などを無視できないことを強調してい

る。

以上の論文とは異なる国有資産の管理体制

の側面からは，金山権 が，国有資産監督管

理委員会（State-owned Assets Supervision
 

and Administration Commission，以下「国

資委」と略称）は，そもそも財政省，労働社

会保障省，旧国家経済貿易委員会，旧国家計

画委員会や中共中央企業工作委員会など５つ

の機関からの機能移管によって設立されたも

ので，今後検討すべき課題が残っていること

を明らかにしている。

しかし，上記の研究は，党組織・政府の企

業統治に対する役割，関与について論じてい

るが，具体的にどのように関与しているかに

ついては明らかにしていない。そこで本稿で

は，国有企業に対する党（=政府）の関与の

具体的仕組みとして「国資委」と企業内党組

織をとりあげ，中国的企業統治システムが抱

えている課題について論述することにしたも

のである。なお，本稿は以下のように進めて

いく。

まず，一連の国有企業改革の過程について

の整理と，現段階における国有企業の定義づ

けを行う。国有企業改革は，経営自主権の拡

大に始まり，1980年代後半からは経営請負

責任制の導入と株式制の試行を経て，93年

から株式会社への転換が本格的に実施された

経過を整理した。

また，改革の深化に伴い国有企業の概念も

変化してきている。現在では，国有独資の株

式会社から，国有資本が筆頭株主となるもの，

実質的に支配権を行使するものなど多様であ

るが，ここでは，これらを包含したものを国

有企業と定義する。

次に，国有資産監督管理体制の形成過程と

特質について述べる。93年には株式会社化

の方向が明確にされたが，国有資産の所有と

経営を分離しつつも，国有支配を維持するた

め，2003年に「国有資産監督管理委員会」

が国務院の特設機関として設立された。

その後，地方レベルにも同様の機関がつく

られたが，その監督管理体系は，国資委―国

有資産運用会社―国有企業という三段階制が

基本となっている。しかし，形式的には資産

の所有と経営が分離されたものの，国資委を

通じて党と政府が国有企業に対して強い影響

力を持ち続けている。

さらに，党（=政府）が企業の運営全般に

わたって関与する論拠と，その関与の仕方に

ついて述べる。近代的な企業統治の仕組みは

『会社法』によって整えられたが，『中国共産

党規約』第29条によって，「正式党員が３名

以上いるところには，すべて党の末端組織を

つくるものとする」とされ，党の末端組織が

企業経営全般にわたって関与する仕組みも
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『会社法』の中に設けられていることを明ら

かにする。また，その仕組みの中で，党組織

がどのように関与しようとしているかについ

て論究する。

かくして，中国的企業統治機構が出来上

がったわけであるが，それを検証するために，

地方国有企業の一つを選び，株式制企業とは

いえ，党と政府が企業統治機構に緊密な関係

を築いていることを検証する。

対象としたのは，2010年８月に聞取り調

査とともに，資料収集を行った中国の重工業

基地の一つである遼寧省瀋陽市にある「瀋陽

機床（Shenyang Machine Tool Co.Ltd）」

であるが，工作機械メーカーとしては全国一

の売上を誇る地方国有企業である。

なお，本稿では地方政府が管理する国有企

業を主たる対象としている。その理由は，中

央政府が管理する国有企業は，国防，石油石

化，通信，運輸，鉱業，冶金，機械，資源な

ど，安全保障や国家の命脈に関わる分野が中

心となっており，党と政府が強く企業をコン

トールすのは当然と考えられるからである。

そして最後に，このような現状の中国的企

業統治システムが抱える問題点と課題につい

て考える。

２ 国有企業改革の流れと国有企業の

概念整理

⑴ 国有企業改革

30有余年にわたる中国の国有企業改革は，

終始一貫して経済改革の中心を成してきたと

いっても過言ではない。改革の深化に伴い，

国有企業は行政機関の付属物から市場主体へ

の転換を図ってきた。

その改革の過程は，３つの段階に整理でき

る（表1）。第１段階は，1978年から84年頃

までで，企業に対する経営自主権の付与と利

益の委譲（「放権譲利」）が中心となっている。

これらは企業が市場に進出するための基礎的

条件となった。

第２段階は，84年から92年末までである。

具体的には，①利潤上納制から企業所得税

（日本の「法人税」に相当）への転換による

利潤分配の規範化（「利改税」改革），②87

年からの「所有権と経営権の分離」の原則に

基づく経営請負制と経営リース制の導入，③

89年以降の企業利潤に対する所得税と利潤

上納の分離（「利税分流」），④92年からの自

主経営，損益自己負担，自己発展，自己制約

に向けた「経営メカニズム転換」，⑤株式制

の試みなどである。

なお，92年には，それまで「国営企業」

と呼称されていたものが，「国有企業」と改

められた。それは，資産は依然として国家が

所有するものの，企業には経営自主権を与え

ることを明確にし，国有企業改革を加速させ

るためであった。これらを通じて，国有企業

の持続的かつ健全な発展のための基礎としよ

うとしたのである。

第３段階は，93年から現在までである。

「現代企業制度」の確立のために，株式制へ
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表1 国有企業改革のプロセス

段 階 時 期 発 展 段 階 具 体 的 改 革 の 内 容

第１段階 1978～84年頃 経営自主権の拡大 企業の経営自主権の拡大，請負経営責任制の試行

第２段階 1984～92年末
国有企業経営メカニズム

の転換と構造調整段階

「利改税」，企業経営請負責任制，企業経営メカニズ

ムの転換，株式制の試行

第３段階 1992年～現在
国有企業の制度改革と発

展段階

現代企業制度の構築，株式制への本格的転換，『会社

法』制定，国有資産監督管理機関の整備，国有企業

の再編

出所：筆者作成。
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の本格的転換がめざされ，『会社法』の制定，

国有企業の証券取引所への上場，国有資産監

督管理機構の構築，国有企業の再編統廃合な

どが行われた。

とくに『会社法』の制定は，株式制の導入

によって，国有企業の資金調達を容易にする

と同時に，企業の所有権と経営権を分離する

ことによって，企業統治システムを確立し，

企業の経営効率の上昇を期待したものであっ

た。また，国有資産の監督管理体制の構築は，

株主としての国家の権益を維持しつつ，国有

企業の活性化を図ることが目的であった。

⑵ 国有企業の概念整理

次に，国有企業の概念整理をしておこう。

国有企業については，様々な定義づけが行わ

れてきたが，ここでは，2008年10月に制定

された『企業国有資産法』を基本に整理する

（図1）。

まず，狭義の国有企業と広義の国有企業に

分けることができる。狭義の国有企業には，

「国有独資企業」と「国有独資会社」がある

が，「企業」と「会社」の違いは，『会社法』

に基づく会社になっているかどうかである。

この他，国とその他の組織が共同して経営す

る「国有連営企業」がある。

広義の国有企業には，狭義の国有企業に加

えて，「国有資本支配会社」と「国有資本出

資会社」が含まれる。さらに国有資本支配会

社は「国有絶対的資本支配会社」と「国有相

対的資本支配会社」に分けられる。前者は，

国有株が株式全体の過半を占めるもの，後者

は，筆頭株主となっているものの，株式全体

の過半は占めておらず，持分支配もしていな

いものである。

なお，『企業国有資産法』では，国有企業

を広義のものとして扱っている。

この他，国有企業の監督管理主体の違いに

よる区分がある。すなわち，「中央政府管理

国有企業」と「地方政府管理国有企業」であ

る。前者はさらに，国資委が管理するものと，

財政部，農業部，国家発展改革委員会など中

央政府の他部門が管理するものに分けられる。

とくに前者のうち，国務院に特設された国資

委が直轄管理するものは「中央直属国有企

業」といわれる。

国有企業の企業数を2003年と2009年を対

比してみると，全体ではこの間に77％に減

少しているが，地方政府管理は70％に減少

しているのに対して，中央政府管理は逆に

18％増加している（表2）。これは，地方政

府管理国有企業の統廃合，民営化などによる

図1 国有企業の定義

出所：国家統計局『国有会社に対する企業認定意見に関する回答（2003年４月16日）』及び『企業
国有資産法（2008年10月28日）』から筆者作成。
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もののほか，中央政府管理に移行したものが

あるためである。

このうち「中央直属国有企業」は，国資委

が設立された2003年には22社あったものが，

国防，石油石化，通信，運輸，鉱業，冶金，

機械，資源など，安全保障や国家の命脈に関

る分野に集約してきていることから，2010

年には19社まで減少している。

なお，国有企業は民営企業の急速な発展に

伴って，その相対的地位を低下させているが，

工業部門についてみても（表3），2010年に

は企業数では4.5％，就業者数では19％にす

ぎなくなっている。しかし，資産総額では

42％，主営業収入と利潤総額では28％を占

めており，依然として国有企業は民営企業に

比較して，多くの機械施設を保有し，営業規

模も大きいものが多いということがわかる。

３ 国有資産監督管理体制の確立過程

と特質

⑴ 国有資産管理局の設置

国有企業改革に際して，あらゆる面で国有

資産管理の問題が顕在化してきた。そのため，

1988年９月に国有資産の効果的な監督管理

を目的に，財政部の一機構として「国有資産

管理局」が設置された。

その後，1993年11月の中共第14期３中

全会で，国有資産管理局を中心とした「国家

による統一所有，政府による分級監督管理，

企業による自主経営」という体制の構築が提

起された。これは，国有資産の管理職能を政

府の他部門から分離した専門的な国有資産管

理体制を構想したのものである（図2）。

しかし，依然として中央政府の各部門は国

有資産の管理権限を手放さず，直接管理し続

けたため，構想どおりには運用されなかった。

そのため，1998年７月に「所有と経営の分

離」の明確化を目的に，国務院の機構改革に

よって国有資産管理局が廃止され，その機能

は財政部が担うこととなった。

⑵ 分級管理・授権経営方式

国有資産管理局が財政部に編入されたこと

により，それまでの主管部門は国有企業の経

営から表面上は撤退した。しかし，①行政と

企業の職責の不明確さ，②行政による企業経

営への干渉，③「委託代理」の問題，④行政

表2 管理主体別国有企業数の変化 （単位：社，％)

中央政府管理 地方政府管理
項 目 国資委管理 部 門 管 理 合 計

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

2003年 21,610 14.4 15,546 10.4 6,064 4.0 128,378 85.6 149,988 100.0

2009年 25,408 22.1 19,204 16.7 6,204 5.4 89,707 78.9 115,115 100.0

09/03 117.6 123.5 102.3 69.9 76.7

出所：中国国有資産監督管理年鑑編纂委員会『中国国有資産監督管理年鑑』中国経済出版社，各年版から作成。

表3 工業部門における一定規模以上国有企業のウエイトの変化

（単位：％)

項 目 企業数 就業者数 資産総額 主営業収入 利潤総額

1998年 39.2 60.5 68.8 52.3 36.0

2003年 17.5 37.6 56.0 40.5 46.0

2010年 4.5 19.2 41.8 27.9 27.8

出所：国家統計局編『中国統計年鑑』各年版
注：一定規模とは主営業収入が年500万元以上の企業をいう。
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と党組織による内部コントロール（Insider
 

Control）の顕在化，⑤企業の財産権が不明

確で，企業の責任があいまいとなり，結局，

政府が無限責任を負うこと，⑥企業幹部人事

の不透明性など，株式制への移行，現代企業

制度と国有企業の統治構造の構築の面で多く

の問題を抱えていた。

そこで，1999年の中共第15期４中全会で

は，「国家所有，分級管理，授権経営，分担

監督」という国有資産管理体制に関する「十

六字方針」が提起された（図3）。

ここで，「分級管理」とは，資産は引き続

き国家が所有するものの，中央政府と地方政

府は，それぞれ管轄する国有企業の国有資産

を管理することを指す。「授権経営」とは，

中央政府と地方政府が国有企業に資産運用す

る権利を与えて経営させることを意味する。

また，「分担監督」とは，省レベル以下の

企業工作委員会，財政部門，経済貿易部門な

どが，それぞれ管轄する企業に対して監督管

理を行うというものである。

⑶ 地方政府による先駆的取組

中央政府の国有資産管理監督体制の整備に

先立って，一部の地方政府では所有と経営の

分離をより明確にするため，先駆的な取組が

行われた。その代表的なものが深圳市と上海

市の取組である。

① 深圳モデル

深圳市は1992年９月に国資委を設立した

が，96年には共産党深圳市委員会と市政府

の指導の下に，市国資委，国有資産運営機関

と国有企業で構成される三段階の国有資産管

理体制を確立した（図4）。その三段階の役

出所：曲衛彬主編『国有股権管理与運営』清華大学出版社・北京交通大学出版社連合出版，2007年12
月，p46から作成。

図2 国有資産管理局による管理体制

図3 国有資産管理体制に関する「十六字方針」

出所：筆者作成。

図4 深圳モデルの三段階制
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割は，次のようである。

第１段階の深圳市国資委は，専ら市に属す

る国有資産に対して監督管理を行う。責任者

は市長が兼任した。

第２段階の国有資産運営機関は，市国資委

から資産を授権された特殊法人であり，市政

府を代表して授権された範囲内で国有資産を

運用し，出資者の権利を擁護する。主に

資本運用，計画立案，所有権の管理，人事

管理を行い，国有資産価値の保全と向上に責

任を負う。

第３段階の国有資産運営機構から投資され

た国有企業は，経営自主権をもって経営に当

たる。

このような三段階制をとることにより，行

政と企業との分離，所有権と経営権との分離

を明確にしようとしたのである。

② 上海モデル

上海市は1993年７月に国資委を設立し，

深圳市と同じく三段階の国有資産管理体を構

築した。

深圳モデルとの違いは，第２段階の国有資

産運営機関の内容である。深圳モデルでは，

市国資委から資産を授権され運営する特殊法

人であるが，上海市では国有資産を専門的に

経営する会社を設立する方式をとった。

このような国有資産経営会社は，1996年

までに40社にのぼった。そのうち，15社は

98年に廃止された深圳市国有資産管理局の

機構改革によって設立されたものであり，そ

の他は市政府から授権された大型企業と企業

集団により設立されたものである。

⑷ 国有資産監督管理委員会の設置

2002年11月の中共第16回全国代表大会

では，「深圳モデル」や「上海モデル」など

の国有資産管理体制を肯定し，国有資産の価

値の保全と向上を実現すると同時に，国有企

業の経営の充実を図るため，新たな指導方針

が打ち出された。

そこでは，行政と企業の分離，社会公共職

能と国有資産出資者職能の分離，企業の自主

経営への不干渉の原則が盛り込まれた。この

原則は，後の2009年５月に施行された『企

業国有資産法』第６条にも明記されている。

この指導方針を踏まえて，2003年４月，

国務院の特設機関として国有資産監督管理委

員会が設立された。それを受けて，全国の

省・市レベルにも設置されていった。

その機関の一例として，遼寧省の国資委の

機関をみると（図5），党建設業務処，党委

員会，紀律検査委員会など党関係組織の存在

が目立つ。

また，その主要業務は，①遼寧省政府から

授権された国有資産を出資者としての職務履

行，②省が管轄する企業の国有資産の監督管

理，③中央政府と省政府の国有資産管理に関

する政策の執行とその状況のチェック，④市，

県の国有資産管理業務の指導と監督，⑤企業

資産の保全と向上，⑥監督管理する企業の責

任者の任免と考課，⑦企業への監査役の派遣

と監査役会の管理，⑧企業に対する利潤の上

納義務の履行，⑨国務院国資委と党省委員会，

省政府が指示する事項の執行などである。

整備された監督管理機構は，「深圳モデ

ル」，「上海モデル」と同様に，資産の所有と

運用，経営という３つの職能の分離を目指し

た「三段階制」である。ここで「三段階制」

とは，国資委―国有資産監督管理機構―国有

企業を指す（図6）。

ここで第２段階の国有資産監督管理機構は，

「国有資産運用会社」の形態をとるものが多

く，大型企業集団の親会社，資産経営会社，

持株会社，投資会社，委託管理会社など多様

である。

この「三段階制」において，第１段階と第

２段階は，「委託代理」の関係にあり，国資

委は国有資産運用会社に対し直接的に管理し

ないこと，第２段階である国有資産運用会社
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出所：遼寧省人民政府国有資産監督管理委員会資料から筆者作成。

図5 遼寧省人民政府国有資産監督管理委員会の機構

出所：筆者作成。

図6 国有資産の管理と国有企業の関係
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は第３段階の国有企業の経営に干渉しないこ

ととされている。

国資委の設置により，形式的には所有と経

営の分離，行政と企業の分離が実現できたと

はいえるが，所有者である政府の立場は強大

で，政府と一体となった党の影響力は企業経

営のあらゆる面で行使されている。

2010年12月に国務院の国資委は，所有権

管理，企業改革，取締役会の建設，収入分配，

業績考課，安全生産と省エネ，企劃発展，財

務監督及び統計評価，幹部管理，企業におけ

る党建設と大衆工作，紀律監督，企業法制，

収益管理，監事会監督，社会責任と協会建設，

指導監督及びその他の方面において22の規

定，199の規範的文書を公表した。

これによって，『企業国有資産法』を柱に，

『企業国有資産監督管理暫定条例』を基礎と

して，国務院の国資委の規定と地方国資委が

起案した規定を整理した国有資産監督管理法

規の体系がほぼ構築されたといわれている 。

４ 国有企業の企業統治構造

⑴ 企業統治の考え方

企業統治（corporate governance）の考

え方は様々である。一つは，「企業は誰のも

のか」という観点からのとらえ方である。株

主，経営者，取締役会，従業員，顧客，債権

者などの企業のステーク・ホルダーのうち，

企業の意思決定，監督の権限と責任を，どの

グループが持っているかということを中心に

企業統治をとらえようとするものである 。

もう一つは，適切な企業行動の保証という

観点からとらえようとするものである。その

場合，株主と経営者の関係，企業の組織構造

を対象とする狭義の意味と，企業とステーク・

ホルダーとの関係 を対象とする広義の意味

がある。これは，企業の社会的責任（corpo-

rate social responsibility）ともいわれる。

例えば，李維安 は，企業統治の目標は

株主利益の最大化を保証すること，経営者が

所有者利益を損なうことを防ぐことであると

している。それに対して銭 一 は，株主，

融資者（=銀行等），管理者と職員・労働者間

の関係を処理し，経済目標を達成することで

あるとし，具体的には，どのようにコント

ロール権を配置し，行使するか，どのように

株主総会，取締役会，監査役会などが効果的

にそれぞれの職責を果たすか等が問題である

としている。

また，林毅夫 は，企業統治とは，所有

者が企業の経営管理と成績効果に対して監督

とコントロールする一連のセットの配置を指

すと指摘している。ここでは，主として企業

の意思決定，監督の権限と責任をどのグルー

プが持っているのか，企業の最高機関である

取締役会は機能しているか，また，誰が取締

役会の決定をチェックするのかという面から

企業統治を考えている。

いずれの視点に立っても，企業統治におけ

る関心事項には２つの共通点がある。一つは，

委託人と代理人の間における権利と義務に関

する制度的仕組みである。二つ目は，企業が

生み出した利益の関係者間での配分を調整す

る仕組みであるが，とくに，委託代理の関係

は，所有権と経営権が分離する条件の下で，

企業統治の中核を成すといえる。

例えば，株式会社の内部構造は通常，株主

総会，取締役会，代表取締役，監査役会，執

行役会から構成され，これらが「制衡

（check and balance）」メカニズムの下で，

会社が運営されていくことが望ましいが，こ

の内部構造を構成する各機関の間には委託代

理の関係がある。

この委託代理の関係において重要なのは，

第１に，企業組織の構成員すなわち所有者，

管理者，従業員（場合によっては消費者を含

む）の間に利益の衝突があること，第２に，

委託代理のコストが大きいことである 。

これは現代企業制度の基本的特徴であるが，
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委託代理のコストを引き下げながら，所有者

による経営への干渉を排除すると同時に，株

主の利益と企業利潤を最大化させなければな

らないのである。

⑵ 中国における企業統治の特徴

中国人民銀行総裁の周小川は，現代企業制

度の構築は企業統治構造の健全化にかかって

いると述べている が，中国の企業統治構

造は，1993年12月に制定された『会社法』

によって規定されている。その後『会社法』

は，1999年，2004年，2005年に改正された

が，いずれも企業構造に関わっている。

現在の『会社法』による株式会社の企業統

治構造は，最高の意思決定機関である株主総

会の下に，取締役会，代表取締役社長をはじ

めとする執行役会と監査役会で構成されるこ

とになっている（図7）。このような機構は，

日本やアメリカ，ドイツの株式会社の統治機

構を参考にしたといわれている。

ここで，中国における国有企業の企業統治

を特徴づける最大の要因は，株式の所有形態

である。すなわち，先進国の株式所有者は分

散しているのが一般的であり，企業統治の目

的は，経営者を監視・監督することにあると

され，その関係は株主対経営者という構図で

ある。それに対し，日本以外の中国を含むア

ジア諸国では，少数の大株主が集中して株式

を保有し，大株主が企業を支配しているのが

一般的である。

とくに中国の国有企業では，政府が大量の

株式を保有しており，中国独特の企業統治が

行われてきている。すなわち，多数の議決権

を有する政府は，取締役会や株主総会を事実

上コントロールし，取締役，監査役，経営陣

の人選も政府の意向に大きく左右される。そ

れだけでなく，意志決定権など本来は取締役

や監査役，経営者がもつべき権限まで掌握し

ているという，集中型の企業統治構造が最大

の特徴といえる。

このような国有企業における企業統治構造

について呉淑儀 は，国有株が過半を占め，

その管理が行政機関に任せられていた状況の

中で，行政と経営の分離，所有と経営の分離

という原則の下に株式会社化される過程にお

いて，国有大株主が企業経営の実権を掌握し，

企業経営者の権力肥大化をもたらしたと指摘

している。また，国有株の大部分が非流通株

であるという事情も，それを容易にしてきた

といえる。

結果として，国有株主は少数株主より遙か

に大きな権利を享受する反面，国有株主以外

出所：陳佳貴総主編『中国国有企業改革30年研究』経済管理出版社，p260を参考に作成。

図7 中国における株式会社の統治機構
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の少数株主の権利が侵害されやすいという結

果を招いている。また，国有株は行政機関が

保有していることから，取締役会は行政の意

向に強く影響されることになる。

世界の企業統治モデルは，①市場主導型の

英米モデル，②銀行主導型の日独モデル，③

政府主導型の転換期経済モデルの３つに分類

できるが ，①，②のモデルでは企業統治の

主要な課題は，制度の改善にある。それに対

して③のモデルは，ロシアや中・東欧，中国

など経済体制が転換期にある国に多く，法律

体系の不備と執行力の弱さの下で，企業統治

の矛盾は内部者支配の問題に集中しており，

計画経済から市場経済への移行に伴う企業統

治制度そのものの転換にある。

もう一つの特徴は，委託代理のコストと監

督のコストが高く，かつ効率が悪いことであ

る。国有企業の委託代理のチェーンは，国有

企業の名義上の出資者である国家―各級政府

―各級国有資産監督管理機構―国有企業集団

の取締役会というように非常に長い。

また，国有企業集団は国有企業改革により

企業再編を繰り返してきた結果，多くの多階

層の子会社を抱えている。その結果，委託代

理チェーンがますます長くなり，代理の効率

を低下させると同時に，代理と監督のコスト

を増加させている。

そのほか，中国の国有企業の企業統治の特

徴は，①国有資産管理体制と枠組み，②基層

党組織，③職員労働者の民主管理と統治参加

など各方面に現われている 。

①に関しては，国有資産監督管理機構は単

なる所有者として業務を行うだけではなく，

政府から授権された国有資産監督管理の職責

のほかに，国有企業に関連する職責を担って

おり，純粋な「出資者」ではない。

②に関しては，国有企業内部の党組織は，

党の方針政策の貫徹を保証しようとするもの

であるが，市場競争力を高めるための政治的

核心的役割が十分に発揮されていない。

③に関しては，職員労働者がどのように統

治機構に参画し，自らの利益を守るためのも

のであるが，その経験と実績が十分でない。

国有企業の企業統治の改革は，国有株主を

中心とする統治構造から，利益関係者参加の

共同統治モデルへ転換する必要がある。その

ためには，国有企業統治の共通性と特殊性を

有機的に結合していかなければならない。

５ 党・政府による関与の論拠と関与

の仕方

⑴ 中国共産党規約と会社法

党が企業に関与する根拠は，『中国共産党

規約』に求めることができる。その第29条

では，「企業，農村，政府機関，学校……及

びその他の末端組織で，正式党員が３名以上

いるところには，すべて党の末端組織をつく

るものとする」とされている。

さらに，「党の末端組織は，活動の必要と

党員数に応じ，上級党組織の承認を経て，党

の末端委員会，総支部委員会，支部委員会を

それぞれ設ける」と規定している。

すなわち，正式党員が３名以上いるところ

には，すべて党の末端組織をつくることとし，

その末端組織には活動規模と党員数に応じて，

系統的な党組織を設けることを求めているの

である。

さらに，32条では「……国有企業及び集

団所有制企業における党の末端組織は，政治

的中核としての役割を果たし，企業の生産経

営をめぐる業務を進める。当該企業において

党と国家の方針，政策の貫徹と執行を保証し

監督する。株主総会，取締役会，監査役会及

び経営管理者（工場長）が法によって職権を

行使することを支持する。……企業における

重要問題の決定に参画する」として，国有企

業の運営に党員が積極的に関与することを求

めている。

また，第43条では「党の中央紀律検査委
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員会は，党の中央委員会の指導の下で活動を

行う。党の地方各級紀律検査委員会と末端の

紀律検査委員会は，同級の党委員会及び上級

の紀律検査委員会の二重指導の下で活動を行

う」として，党の上級組織による指導方針を

貫徹させる体制を固めているのである。

『中国共産党規約』を受けて1993年12月

に『会社法』が公布されたが，その17条に

は，「会社における中国共産党の基層組織の

活動は，中国共産党規約による」とだけ記さ

れていた。

それが2005年10月の改正により，第19

条で「中国共産党規約の規定に基づき，会社

内に中国共産党の組織を設立し，党の活動を

行うものとする。会社は，党組織の活動のた

めに必要な条件を提供しなければならない」

と規定された。

すなわち，『会社法』の適用を受けるすべ

ての会社の運営に対して，党組織による政治

的役割をより明確にすると同時に，その活動

を保証しようとしている。言い換えると，企

業統治構造の中で党組織は無視できない存在

であることを明示したのである。

この改正の背景には，党員資格の拡大があ

ると考えられる。すなわち，2001年７月の

中国共産党創立80周年祝賀大会で江沢民は，

WTOへの加盟を果たし，経済開放と経済の

グローバル化の動きの中で，資本家の条件付

き入党を容認する旨の発言をした。

翌2002年11月の『中国共産党規約』の改

正によって，「三つの代表」が盛り込まれ，

「最も広範な人民大衆」には，個人業者や私

営業者なども含まれることになるに及んで，

経済的メリットを期待する企業幹部の入党が

増加していったのである。

とくに国有企業は，職員数が多く，正式党

員が３名以上いるのが一般的であるから，ほ

とんどの国有企業には末端組織である党委員

会が組織されることになる。それは，共産党

規約の定めによることのほかに，情報入手や

許認可，資金や原材料の調達などの面で大き

な権限を有する政府機関と一体の党組織を利

用したいという側面もあると思われる。

⑵ 党による関与の仕方

2003年10月の中共第16期３中全会では，

企業に対して権力機構，重要事項決定機構，

監督機構と経営管理者の間に「分権制衡

（check and balances）メカニズム」を形成

し，その中で企業の党組織は，政治的核心の

役割を果たし，企業における重要問題の決定

に参加することを要求した。

さらに，2009年９月の中共第17期４中全

会では，国有企業の党組織に対し，「参与決

策（=重要事項の決定への参加），帯頭執行

（=率先執行），有効監督（=効果的な監督）」

という要求が提出された。

この重要事項の決定から実施に至る過程に

おける企業内の党組織の関わり方について，

殷勤 は，戦略や方策の決定時と決定後

に分けて，図8のような手順を示している。

重要な投資や建設のプロジェクト，人事，

企業制度改革，従業員利益に関する事項など

の決定に当たっては，党委員会の委員は，調

査研究によって論証を行い，事項の内容と性

格によっては専門家や紀律検査監査機構，労

働組合などからの意見を聴取した後，党委員

会としての意見をとりまとめ，その結果を企

業の取締役会や執行委員会議へ伝えることと

している。

決定が実行に移された後も，その決定が適

切に実行されているかについても目が配られ

ている。すなわち，党と国家の方針に適合せ

ず，重大な経営リスクや国有資産に対する損

害，社会的利益と職員労働者の合法的権益を

損ねる可能性がある場合は，ただちに取締役

会や執行委員会議に意見を提出し，修正を求

めるとしている。それでも修正しない場合は，

上級機関の党組織に報告しなければならない

としているのである。
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６ 国有企業における企業統治の現状

― 遼寧省のケース・スタディ

⑴ 調査対象企業の概要

遼寧・吉林・黒龍江省の東北三省は，かつ

ては「共和国の長男」，「共和国装備部」とい

われるほど重工業が盛んな地域であった。し

かし，改革開放以来，経済的地位は相対的に

低下し，「最も早く計画経済に入り，最も遅

く計画経済から脱出した」地域といわれるよ

うになった。

そこで政府は，2000年から開始された

「西部大開発」に次ぐ国家プロジェクトとし

て，『東北地区老工業基地振興規画』を策定

した。これは，「西部大開発」が西部地域と

沿海部の西部と東部の経済格差是正をめざし

たものであったのに対して，東北地区と南部

沿海地域という南北の格差是正をめざしたも

のともいえる 。

この中で，遼寧省においては工作機械工業

の振興が重点の一つにされているが，調査対

象企業は，遼寧省瀋陽市に本拠を置く地方国

有企業の「瀋陽機床株式有限会社（以下「瀋

陽機床」と略称）」である。当社の中核をな

すものは，1930年代に設立された日本の三

菱機械㈱がその前身である。

瀋陽機床は，1992年に瀋陽市経済体制改

革委員会の承認を得て，93年５月に「瀋陽

第一機床廠」，「中捷友誼廠」及び「遼寧精密

儀器廠」の中核部門を合併して設立された株

式有限会社である。

瀋陽機床は，株式制に移行した国有企業で

あるが，既存の国有企業を改組して株式制会

社を設立する場合の株式の取扱いは，1994

出所：王国平主編『現代国有企業治理研究』化学工業出版社，2011年12月，pp171～172から作成。

図8 重要案件に関する決定から実施までの党組織による参画の規範的手順
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年の国家国有資産管理局と国家経済体制改革

委員会による『株式有限会社国有株権管理暫

定弁法』が規定している。

そこでは，株式有限会社に編入された純資

産が母体企業の50％未満の場合は，その純

資産は母体企業に属する国有法人株に，50％

以上の場合は国家株とされることになってい

る。便宜上，この両者は国有株と総称される

が，瀋陽機床が株式有限会社を設立した時点

の純資産の割合は50％未満であることから，

瀋陽機床の保有株は国有法人株ということに

なる。

その株式は，特定の者を対象に募集する方

式がとられ，96年７月に中国証券監督管理

委員会の承認を受けて，国内向けに普通株

5,400万株（額面総額5,400万元）を発行し，

深圳証券取引所に上場を果たした（表4）。

中国で株式を上場する方法には２つある。

一つは，元国有企業の全資産をもって株式会

社に再編して上場する方法である（全体上

場）。二つ目は，元国有企業の資産の一部を

分離して子会社とし，株式会社に再編した子

会社を上場する方法であり（一部上場），瀋

陽機床の場合は，この方法がとられている。

主要事業分野は，機械設備と工作機の製造

であり，とりわけ独自開発した数値制御

（NC）装置を搭載した機械が売上の60％を

占め，工作機械のこの分野では中国最大の

メーカーとなっている 。なお，2012年３

月６日付けの『中国証券報』は，2011年に

日本のヤマザキマザック社，ドイツのトルン

プ（TRUMPF）社を抜いて，工作機械の販

売額では世界一になったと報じている。

2010年末の従業員総数は13,830人である。

うち，現場生産者は8,834人，販売員1,188

人，技術人員1,411人，財務・管理人員は

2,397人である。従業員の教育レベルは高く，

中等専門学校卒以上の者は61％を占め，そ

のうち博士６人，修士472人，大卒2,294人

（27％），短大卒3,999人（47％），中等専門

学校卒は1,694人（20％）である。

また，毎年，売上高の４％を研究開発費に

充てるなど，独自技術の開発を継続的に進め

ている企業でもある 。

瀋陽機床は，「瀋陽機床（集団）有限責任

公司（以下「機床集団」と略称）」を構成す

る一つの会社であり，機床集団は瀋陽機床の

筆頭株主でもある。

機床集団は，瀋陽市国資委に管轄されてい

る国有独資企業であり，中国の機械設備・工

作機械の最大手企業でもある。1995年12月

に，瀋陽市の三大工作機械企業である瀋陽第

一機床廠と中捷友誼廠のうち瀋陽機床に合併

されなかった部門と瀋陽第三機床廠を統合す

るとともに，瀋陽機床も一構成員として現在

の機床集団が形成された。

表4 瀋陽機床株式有限公司の基本情況（2010年末)

法定代表者 設立時期 企業性質 本社所在地 従業員数

関錫友（取締役会長) 1993年５月 株式有限会社 遼寧瀋陽市 約13,830人

株式資本（株) 資産総額（万元) 利潤総額（万元) 上場先

545,470,884

（2010年末時点)

1,048,271

（2010年末時点)

20,290

（2010年末時点)

深圳証券取引所

証券コード 000410

主要経営分野 主な生産基地

機械設備製造，工作機製造，機械加工，輸出入貿易。国内一般商業貿易の卸

売・小売。経済コンサルタント，国外の機械分野のプロジェクト及び国内の国

際入札工事，上記国外工事に必要とする設備，材料の輸出。国外工事に必要な

労務人員の派遣業務。一般輸送。

瀋陽市

出所：瀋陽機床社内資料及び『2010年度報告』より作成。
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このような「企業集団」は，資本主義国で

はコンツェルン (英 Concern，独Konzern)

と呼ばれるものである。親会社を頂点に買収，

持株，資本参加などで直接，間接に結びつい

た関連する子会社からなるもので，1990年

代以降，急速に増加していった。それは，従

来，規模を問わず，一つの企業がすべての機

能を持つことが当然と考えられてきたことを

改め，企業間の横向きの経済連合体の形成に

よって，非効率性から脱却するために，中央

政府によって奨励されたからである。

機床集団の株式所有構成は，瀋陽市国資委

が94.14％の株式を所有し，国有企業である

中国信達資産管理公司が残りの5.86％を所

有している。瀋陽機床を中核とする機床集団

全体の系列企業とその出資関係を示したのが

図9である。

出所：瀋陽機床社内資料と『2010年度報告』による。
注１：瀋陽機床の関連会社には，親会社である瀋陽機床（集団）有限責任公司のほか，グループ企業

である瀋陽機床徳国希斯公司，瀋陽機床集団昆明機床股限公司，瀋陽菲迪 数控機床有限公司，
瀋陽機床（集団）設計研究院有限公司，雲南 CY集団有限公司があり，生産品の仕入・販売，
労務の提供・受入れを相互に行っている。

２：「＊」は，上場会社を指す。

図9 瀋陽機床集団公司と瀋陽機床との出資関係及び瀋陽機床の子会社
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⑵ 瀋陽機床の株式所有構造

企業統治の構造について李東浩 は，単

独の大株主による企業統治構造（Single
 

Large Shareholder，SLS）型と，複数の大

株主による企業統治構造（Multiple Large
 

Shareholders，MLS）型に区分している。

SLS型の典型的なタイプは，単独所有・

単独支配型の企業である。すなわち，筆頭株

主以外に５％以上の株式を有する大株主が存

在せず，また，取締役会は，筆頭株主から派

遣又はコントロールされた取締役を主体に構

成されるという企業である。このような企業

においては，会社の意思決定の健全性と効率

性が害されるおそれが大きい。

MLS型企業の典型的なタイプは，共同所

有・共同支配型の企業である。すなわち，筆

頭株主以外に５％以上の株式を有する大株主

が存在し，取締役会には筆頭株主から派遣さ

れた取締役や内部取締役以外に，他の大株主

から派遣された取締役も存在するという企業

である。このような企業においては，筆頭株

主による一方的な支配は制限され，意思決定

の健全性と効率性が保持されやすい。

瀋陽機床の株式所有構造は，国有株のウエ

イトが小さくなり，2006年には41.62％に低

下する一方，社会流通株の割合が過半を占め

るようになっており，所有面では共同所有の

性格を強めている（表5）。

しかし，上位10名の株式構成をみても

（表6），５％以上の株式を保有する株主はな

いことから，株式所有の面からは単独型に区

分することができる。

表6 瀋陽機床の上位10名株主の株式所有状況 （単位：万株，％)

株 主 の 名 称 株主の性質 株式所有の割合 株式所有総数

瀋陽機床（集団）有限責任公司 国有法人 42.27 23,056

東海証券有限責任公司―建行―東風３号集合資産管理計画 国内非国有法人 1.61 876

中国農業銀行―中郵核心成長股票型証券投資基金 国内非国有法人 0.68 370

全国社保基金一零八組合 国内非国有法人 0.59 322

摩根士丹利投資管理公司―摩根士丹利中国Ａ股基金 国外法人 0.58 314

中信信託有限責任公司―朱雀９期 国内非国有法人 0.49 266

華泰証券―招行―華泰紫金３号集合資産管理計画 国内非国有法人 0.42 230

瀋陽市風険投資公司 国内非国有法人 0.38 208

瀋陽市建設投資公司 国内非国有法人 0.38 208

陳宝美 国内自然人 0.36 198

出所：瀋陽機床『2010年度報告』，2011年２月から作成。
注：株主総数は80,851である。

表5 瀋陽機床上場後の株式取引状況

1997年６月 1998年２月 2006年２月

株数（万株) 割合（％) 株数（万株) 割合（％) 株数（万株) 割合（％)

総 額 28,057 100.00 34,092 100.00 34,092 100.00

国有株 15,076 53.73 18,554 54.42 14,190 41.62

法人株 1,983 7.07 2,002 5.87 1,898 5.57

内部従業員株 3,979 14.18 ― ― ― ―

社会流通株 7,020 25.02 13,537 39.71 18,004 52.81

出所：瀋陽機床『2010年度報告』及び『証券時報』2011年２月25日により筆者作成。
注：2010年の『年度報告』には2006年までのデータしか記載されていないが，同報告では，その後の変化は

ほとんどないと記載されている。
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⑶ 瀋陽機床の内部統治構造

中国の株式制企業においては，『会社法』

の規定により，最高議決機関である株主総会，

意思決定機関である取締役会，監督機関であ

る監査役会，実務執行機関である執行役会が

設けられている。

また，株式上場会社の取締役会には，『会

社法』第123条により社外取締役（独立董

事）を置くことが義務づけられている。社外

取締役に期待される機能は，①専門的な立場

からの取締役会の正当な意思決定，②大株主

により選任される取締役の牽制，③少数株主

の利益の確保などである。

瀋陽機床の内部統治構造（図10）も，株

主総会が取締役会と監査役会（従業員代表を

除く）のメンバーを選任し，さらに，取締役

会は執行役会のメンバーを任命することに

なっており，『会社法』の規定どおりとなっ

ていることは当然のことである。しかし，国

有株の集中度が高い国有企業にあっては，筆

頭株主が会社を事実上コントロールしている

場合が多い。

出所：瀋陽機床『2010年度報告』及び社内資料から作成。
注１：従業員代表取締役を設置しない。
２：取締役会は会社の代表で，取締役会長は会社の法定代表者である。

図10 瀋陽機床の内部統治機構図

― ―113

中国の地方国有企業における企業統治と党（=政府）の関与(孔)



⑷ 瀋陽機床と瀋陽機床（集団）との人的結

合関係

2010年８月の調査対象企業の聞取り調査

によれば，瀋陽市においては，中堅国有企業

の取締役会長（董事長），取締役副会長（副

董事長），社長（総経理），副社長（副総経

理），党委員会書記，党委員会副書記，紀律

検査委員会書記（監査役会主席）及び労働組

合主席は，一般的に共産党市委員会が指名す

ることになっているということである。それ

以外のポストは，企業内部から選出され，市

国資委に登録される。その場合，国資委は稀

に幹部人事に参加するが，ポストを指定する

ことはないということであった。

また，それ以外の国有企業の幹部人事につ

いては，市国資委の党委員会によって管理さ

れているが，瀋陽市国資委の党委員会によっ

て業績が評価され，審査，認可され，任命す

る前に共産党瀋陽市委員会組織部の意見を求

める必要があるという説明があった。

瀋陽機床の親会社である機床集団と，瀋陽

機床の12の子会社における幹部人事は，共

産党瀋陽市委員会組織部が管理しているが，

瀋陽市国資委も参加して決定されている。ま

た，共産党瀋陽市委員会組織部は瀋陽市国資

委の党委員会の意見を聴取しなければならな

いことになっている。

瀋陽機床と筆頭株主である機床集団との人

的結合関係をみると，その幹部の人的関係は

密接な関係にある（表7）。

表7 瀋陽機床株式有限公司の幹部と瀋陽機床集団有限責任公司との関係

区分 氏名
瀋陽機床株式有限公司
（瀋陽機床)

瀋陽機床集団有限責
任公司（機床集団)

前 歴
共産党
員資格

備 考

Ａ 取締役会長
取締役会長（法定代
表者），社長

前中捷機床総経理 有 内部出身

Ｂ 取締役副会長
党委員会書記，取締
役副会長

前瀋陽市政府役員，機床集団党
副書記，紀律検査委員会書記，
労働組合主席等

有 内部出身

Ｃ 取締役 取締役会副会長 前中捷機床社長 有 内部出身取
締
役

Ｄ 取締役（社長兼任） 前第一機床社長 有 内部出身

Ｅ 取締役（副社長，財務総監兼任) 前瀋陽市政府幹部 有 外部出身

Ｆ 取締役（子会社事業部総経理) 中捷揺臂総工程師 有 内部出身

Ｇ 社外取締役 東北財経大学会計学院院長 有 内部出身

Ｈ 社外取締役 遼寧大学経済学院院長 有 内部出身

Ｉ 社外取締役 北京市微明弁護士事務所主任 有 内部出身

Ｊ 監査役会長 取締役会副会長
前機床集団戦略発展部長，機床
集団・瀋陽機床の子会社の社長，
取締役会長，党書記

有 内部出身

Ｋ 監査役 内部監査部長
前機床集団財務本部副部長，瀋
陽機床事業部財務総監

有 内部出身監
査
役

Ｌ 監査役 紀律検査委員会書記
前第一機床党書記，紀律検査委
員会書記，前機床集団紀律検査
委員会副書記

有 内部出身

Ｍ 従業員監査，労働組合代表 前機床集団党支部書記 有 内部出身

Ｎ 従業員監査，事業部機械技師 瀋陽機床子会社の設備主任 有 内部出身

Ｏ 社長（取締役） 前第一機床社長（再掲） 有 内部出身

Ｐ 副社長，財務総監（取締役） 前瀋陽市政府幹部（再掲） 有 内部出身

Ｑ 副社長
前機床集団党支部書記，子会社
の副社長

有 内部出身

執
行
役

Ｒ 生産総監
瀋陽機床の子会社の取締役会長，
社長，共産党書記等

有 内部出身

Ｓ プロジェクト総指揮者 前瀋陽第一機床の副社長 有 内部出身

Ｔ 行政総監 前機床集団取締役会長補佐 有 内部出身

Ｕ 取締役会秘書
前瀋陽機床財務部長，前瀋陽第
一機床の副社長

有 内部出身

出所：瀋陽機床『2010年度報告』及び社内資料から筆者作成。
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瀋陽機床の取締役会長のＡ氏は，機床集団

の法定代表者であり，取締役会長，社長でも

ある。また，瀋陽機床の副取締役会長のＢ氏

は，機床集団の党書記であり，取締役副会長

でもある。同じく副取締役会長のＣ氏は，機

床集団の取締役副会長である。

このように，瀋陽機床の最も重要な責任者

は，機床集団の最高責任者でもあり，他の３

人の取締役のうち２人（Ｄ氏，Ｆ氏）は，そ

の前歴は機床集団に合併する前の企業の幹部

である。その中で，Ｅ氏だけが，瀋陽市政府

の幹部出身である。

上場会社である瀋陽機床の取締役会には，

『会社法』の規定に基づき３人の社外取締役

が置かれているが，いずれも規定どおり中立

の学識経験者である。

５人の監査役のうち，監査役会長を勤めい

ているＪ氏は，機床集団の取締役副会長でも

あり，監査役のＫ氏も，機床集団の内部監査

部長，Ｌ氏は，機床集団の紀律検査委員会書

記でもあり，３人までが機床集団の現役幹部

である。

７人の執行役についてみると，社長のＤ氏

と副社長のＱ氏は瀋陽機床の取締役であると

同時に，その前歴は機床集団あるいは機床集

団に合併前の企業の幹部である。行政総監の

Ｔ氏の前歴は機床集団幹部である。その他の

４人のうち，副社長のＥ氏が瀋陽市政府の幹

部出身であるが，他の３人のうち瀋陽機床出

身者は２人にすぎない。

このように瀋陽機床と機床集団との幹部の

人的結合関係をみると，取締役会は筆頭株主

である機床集団からの派遣役員の発言力が大

きく，経営をリードしていると思われる。監

査役も，親会社から派遣された３人を含めて

すべて内部出身者であり，取締役会や執行役

員会の影響を強く受け，監査役会が形骸化し，

独立した監査ができないおそれがある。

また，瀋陽機床と派遣されている機床集団

の幹部は全員共産党員である。これら幹部人

事に党組織が市国資委を通じて深く関わって

おり，人事にとどまらず，企業経営全般にわ

たって，その指導が浸透しているものと考え

られる。中国においては，党と政府は一体で

あるから，中央政府，省政府，市政府の影響

力も市国資委を通じて行使されていると類推

される。

すなわち，瀋陽機床は，株式の所有構造が

単独所有型であり，党や政府から会社経営に

強い影響を受ける親会社が，瀋陽機床の経営

を支配しており，支配構造の上でも単独支配

型であり，SLS型の企業統治構造を有して

いるといえ，会社の意思決定の健全性と効率

性の面で問題が大きいと考えられる。

７ 中国的企業統治システムの課題

先進国における企業統治の主要な課題は，

制度の改善にあるのに対し，中国では，計画

経済の企業統治制度から市場経済の企業統治

制度に適合した制度の構築にある。

中国における国有企業の企業統治が解決し

なければならない主要問題として施春来

は，次の５点をあげている。

① 政府は，国有株の所有者としてどのよ

うに対処するか

② 国有企業の党組織が，あらゆる面で指

導するという立場から，政治的核心的分

野に集中した指導に転換できるか

③ 国家はいかにして会社決定を外部化す

るか

④ 国有株主と取締役会，取締役会と業務

執行役会及び国有株主と監査役会との間

の委託代理の関係をいかに有効かつ透明

化するか

⑤ 国の監督は市場行為に限定し，監査役

会の監督機能をいかに強化するか

また，『会社法』の規定と実態の乖離につ

いて呉淑儀 は，①取締役や代表取締役の

任命や異動が依然として主管部門（党委員

― ―115

中国の地方国有企業における企業統治と党（=政府）の関与(孔)



会）の関与を受けていること，②公務員には

営利活動又は営利組織での兼務は禁じられて

いるが（『公務員法』第53条第14号），取締

役と監査役を兼任している企業もあり，

チェック機能が果たされていないこと，③取

締役には公務員が就任できないことになって

いるが，現職公務員が経営陣に参加している

場合があることをあげている。

さらに呉淑儀 は，高い国家株比率，行

政による経営人事への関与，経営危機に陥る

国有企業に対する救済などが，直接又は間接

に行政機関官僚と企業経営者との結託や汚職

問題などモラル・ハザートの要因となってい

ることも指摘している。

近代的な企業制度を確立するためには，ま

ず近代的な企業統治制度を整備しなければな

らない。これについて李東浩 は，政府に

よる企業の独占的所有支配を改革し，一般大

衆や民営法人も参加させた，「政府の所有権

と企業の経営権の分離」，「政府の公共職能と

政府の所有職能の分離」の原則に基づく近代

的な企業統治制度をつくることであると指摘

している。

改革開放後の中国企業においては，形式的

には現代的な企業統治システムが出来上がっ

ているが，国有株主が会社を事実上コント

ロールしており，このような大株主の一方的

な行動を制限するために，李東浩 は，「形

式的な企業統治システムだけでなく，実効的

な『牽制力』を持つ大株主の形成こそが肝要

であり，相互牽制メカニズムの形成が重要で

ある」と指摘している。

2005年５月にOECDは，『国有企業の企

業統治原則』を制定したが，その第２章では，

政府は国有企業の日常管理などに関わっては

ならないと明示している。この原則は，世界

の国営企業統治の基準となり，世界銀行，国

際通貨基金（IMF）及び各国政府に広く採

り入れられている。

この原則の作成に携わった主席のVeroni-

que Ingram は，中国の国有企業について

の有効な企業統治について，他の国とは異な

る中国固有の「制衡（check and balances）」

メカニズムが必要であると指摘している

いずれにしても，中国の企業統治制度を確

立するためには，普遍的な企業統治原則を遵

守しながらも，法律，金融，文化の側面をも

考慮していかなければならないのである。

８ お わ り に

本研究のため，国有資産管理と地方国有企

業の運営，党組織の関与の実態について，行

政機関からの聞取り調査を何度か試みたが実

現できなかった。それだけ，これがセンシ

ティブな問題であることを思い知らされた。

しかし，本稿を通じて，現代的企業制度と

関連施策は形式的には整備されたものの，実

質的には多くの問題を抱えていることを明ら

かにできた。また，瀋陽機床という一事例で

はあるが，その経営には党組織が深く関わっ

てきていることも，一定程度明らかにできた

と考えており，中国の国有企業は，共通する

問題を抱えていることが類推できる。

本稿を締めくくるに当たり，中国の企業統

治のシステムを貫く考え方と，大胆な提案を

してみたい。

計画経済期における国有企業の統治構造は

「党企混在」，「政企混在」の状況にあり，国

有企業は政府の強い統制管理の下に置かれ，

生産及び経営資源を分配する権限も政府に集

中されていた。

改革開放後は，国有企業の現代企業制度の

確立をめざして，株式会社化を進めると同時

に，国有資産監督管理体制の改革が進められ

た。そのねらいは，国有資産の所有と経営を

分離し，党や政府による国有資産運用と企業

経営への干渉を断ち切ることであった。

そのための法制度も整備されてきたが，そ

の一方で，党の企業運営に対する関与の方途

― ―116

経営論集（北海学園大学）第10巻第１号



が強化されてきている。これは，政府は経営

には直接関与しないとしながらも，政府と一

体の党組織を通じて企業をコントロールしよ

うとするものにほかならない。

換言すれば，利益の最大化をねらう企業の

活動に対し，政府の関与は最小限にするとい

う先進資本主義国の考え方とは異なり，中国

では国益（=党益）を最優先しようとしてい

ることに他ならない。

その限りでは，中国経済は国家資本主義で

あるといえる。それが将来的にも正しい道で

あるかどうかは決めつけられないが，少なく

とも計画経済から社会主義市場経済に移行す

る過程にあっては，現実に適合したもので

あったといえる。また，それが故に中国経済

は急速に発展することができたのである。

このような情勢の下で，中国的企業統治構

造が出来上がり，特有の問題が存在するのは

当然である。中国経済がグローバル化してい

けば，形式だけでなく実質的に先進資本主義

国並みの企業統治構造が求められていくもの

と考えられる。

そこで，実現のハードルは高いことは承知

の上で，三つのことを提案してみたい。第１

は，国有企業の民営化を加速することである。

中国政府は，国有企業を安全保障や国家の命

脈に関わる分野に限定しようとしており，地

方国有企業もその数を減らしているが，その

歩みは緩慢である。民営化すべき国有企業を

明示し，年次計画を立てて実行してはどうで

あろうか。

提案の第２は，民営化に当たっては，非流

通株も含めて，国有株の大部分を手放すこと

である。民営化しても政府が筆頭株主のまま

では，経営自主権は大幅に制約されてしまう

からである。

第３は，第２と関連するが，筆頭株主に対

抗し得る態勢を形成することである。前述の

ように李東浩は，中国独特の企業統治システ

ムが抱えている問題解決には，「牽制力を有

する株主が存在するような共同所有・共同支

配型の企業統治構造が有効である」と主張し

ている が，これについて共感し得る。

その第一歩として，国有企業が抱えている

非流通株を証券市場に上場し，広く株主を募

り，国有大株主以外の株主が団結して，重要

事項の決議に影響を与える程度の株式保有割

合を確保することが必要である。

なお本稿は，2011年７月16日に大阪大学

で開催された「企業家研究フォーラム2011

年度年次大会」での報告を基本に，修正加筆，

再構成したものである。
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